
令和７年度 第２回地域づくり人材の養成に関する調査研究会 

議事次第 

 

１ 日時 

令和８年２月 25 日（水）１３時３０分-１５時００分 

 

２ 会場 

  総務省９階９０２会議室、オンライン（TEAMS） 

 

３ 出席構成員 

大杉構成員（座長）、小田構成員（オンライン）、加留部構成員、 

河井構成員（オンライン）、吉弘構成員（オンライン） 

※島田構成員は欠席 

 

４ 議事 

 ⑴ 開会挨拶 

 ⑵ 審議事項 

①  令和 7 年度調査研究報告書（案）について  

② 研究会からの提言（報告書（案）第５章）について   

⑶ その他 

⑷ 閉会 

 

５ 配布資料 

  本資料   議事次第、研究会開催要綱、構成員名簿 

資料１   令和 7 年度調査研究報告書案（案） 

参考資料  実例調査 議事録 

 

 

 



地域づくり⼈材の養成に関する調査研究会 開催要綱 

第１ 目的 

我が国は人口減少時代に突入しており、地域に住む人々が地域おこし協力隊

や関係人口等の外部人材の活用も図りながら積極的に地域づくりに関わり、少

子高齢化、地域経済、環境問題等の課題に対応していく必要がある。 

激動する時代に即応し、課題に積極的に対応していける地域で活躍する人材

を育成・確保するための方策について、テーマに沿って、地域における人材育

成の実態等を把握するとともに、有効な地域づくり人材の育成・確保に関して

の調査研究を行うことを目的とする。 

第２ 構成員 

地域づくり人材の養成に関する調査研究会（以下「研究会」という。）は別

紙の構成員をもって構成する。 

第３ 座長 

座長は会務を総理する。 

第４ 議事 

（１）研究会は、座長が招集する。 

（２）座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に出席を求めそ

の意見を聞くことができる。 

（３）座長は、構成員以外の者が研究会を傍聴することを認めることができ

る。 

（４）研究会は非公開とするが、研究会終了後に配付資料を公表するととも

に、議事概要を作成し、公表することとする。ただし、配付資料につ

いては、座長が必要と認める時は非公開とすることができる。 

第５ その他 

（１）研究会の庶務は、総務省自治行政局地域力創造グループ人材力活性化・

連携交流室において処理する。 

（２）この要綱に定めるもののほか、研究会の運営その他研究会に関し必要

な事項は座長が定める。 

  



地域づくり人材の養成に関する調査研究会 構成員名簿(50 音順、敬称略) 

 

（座長） 大 杉 覚 東京都立大学法学部教授 

小 田 理恵子 一般社団法人官民共創未来コンソーシアム         

代表理事 

加留部 貴 行 九州大学大学院統合新領域学府客員教授 

河 井 孝 仁 東海大学社会学部客員教授 

島 田 由 香 株式会社 YeeY 共同創業者／代表取締役 

吉 弘 拓 生 株式会社オンリーワン代表取締役 

 


